
＊特別会員は村外企業が対象になっております。

・電通システム株式会社
・東京音響株式会社
・株式会社トミタ商会
・群馬コープ観光株式会社
・株式会社六本木商店
・新光ビルサービス株式会社
・松本印刷工業株式会社
・熊井戸工業株式会社
・平出紙業株式会社
・有限会社マルオカ

・株式会社シー・アンド・エス
・青木薬品株式会社
・ソネット株式会社
・甲鍵セキュリティシステム株式会社
・森永群馬乳製品販売株式会社
・北関東衛材株式会社
・寿司壱番
・株式会社シブカワ包装
・北群渋川農業協同組合榛東支所
・株式会社上信

特別会員

＊安全安心むらづくり事業　
・支え合いマップ　
・講習会等開催
＊無料法律相談
＊ふれあい・いきいきサロン　

＊敬老会
＊遺族靖国神社参拝事業
＊在宅介護者教室
＊ボランティア教室
＊であい夢プロジェクト事業

＊母子父子家庭激励旅行
＊障害児者教室
＊慰霊祭

　社会福祉協議会とは、社会福祉法に「地域福祉の推進を図ることを目的とする団体」と
掲げられているとおり、住民が安心して暮らすことのできる地域づくりを目指し、福祉サー
ビスの向上に取り組む団体です。
　村民皆様より、一般会費としてご協力いただいております年会費１,０００円を下記の事
業にあて、「一人ひとりが思いやり安心して暮らす村づくり」を目標に、今後もより良い事
業を推進していきますのでご協力宜しくお願い申し上げます。

社会福祉協議会費について

ご協力ありがとうございました!!

介護保険事業
●介護保険事業
　［居宅介護支援、訪問介護、通所介護、介護予防
訪問介護、介護予防通所介護、日常生活支援総
合事業］及び障害者総合支援事業（居宅介護、
生活介護）における利用者本意の安定したサー
ビス提供

●利用者対象外出事業の実施
●介護者リフレッシュ事業の実施
●地域支援事業改正に対応した事業展開の検討

村内在住で在宅介護されている方に福祉機器を無償で貸し出しています。
＊介護用ベッド（手動式タイプ）　　＊車椅子（子供用もございます）

村内在住で在宅介護されているご家族の方に福祉車両の貸し出しを行っています。

◆貸し出し期限はございません。必要な期間ご使用ください。
　なお、長期入院入所などの場合は一度返却をお願いいたします。

◆ご利用にあたり、入所施設からの通院はご利用できませんのでご注意ください。
　お困りの場合はお気軽にお問い合わせください。

必要になった時
ご相談下さい

◆使用料…無料
◆ガソリン代…自己負担
◆ご利用回数…原則月2回まで、1回のご利用について2日以内
◆お申込期間…利用される日の1ヶ月前から5日前までにお願い致します。

※福祉機器の貸し出しは社会福祉協議会の会員様（社協会費納入の方）限定とさせていただいております。
　社協会費とは、各区区長様のご協力のもと年間１，０００円を徴収させていただいている会費です。
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収入の部 支出の部

介護保険事業収入 48,012 人件費支出 41,421

障害福祉サービス
等事業収入 492 事業費支出 8,745

補助事業収入 1,170 事務費支出 1,477

受取利息配当金収入 2 施設整備等支出 1,416

その他の活動収入 4,595 その他の活動支出 1,619

その他収入 35 予備費支出 7

前期末支払資金残高 379

収入合計 54,685 支出合計 54,685

（単位：千円）




